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中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

平成29年度ガイドラインの改訂ポイント

（１）事務の改善及び効率化
【改訂】段階的選抜方式の試行（WLB認定企業の評価、指名停止等を受けた企業の減点評価）

（２）入札及び契約事務手続きにおける一層の透明性及び競争性の確保
【拡大】一般競争入札方式（同時提出型）の技術提案評価型Ｓ型への拡大

（３）公共工事等の品質確保の促進
【拡大】ICTの全面的な活用の促進 （【新規】ＩＣＴ舗装工）
【改訂】総合評価落札方式の適切な運用と技術評価点の加算点の適切な設定

①手持ち工事量の設定
②災害活動実績の評価点見直し
③災害協定締結の評価点見直し
④配置予定技術者施工実績の評価見直し
⑤企業工事成績の評価方法見直し
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Chubu Regional Development Bureau , MLIT

(1)段階的選抜方式の試行（ＷＬＢ評価の導入、指名停止等を受けた企業の減点評価）

課題

・ 技術提案作成・審査の負担が大きい。
・ 誰もが働きやすい社会づくりの政府方針に基づき、ワーク・ライフ・バランスを推進

する企業を評価する。
・ ＷＴＯ対象工事のみ指名停止等を受けた場合に減点要素がない。

対応

・ 技術提案作成・審査の負担軽減のため、競争参加者の多い工事について段階的
選抜方式を導入。

・ ワーク・ライフ・バランス評価をＷＴＯ工事を対象に段階的選抜方式で試行。
・ 指名停止等を受けた場合の減点をＷＴＯ工事を対象に段階的選抜方式で試行。

その他 1点 1点

-3点 -3点

-3点 -3点

15点

工事成績
（1件あたり）

工事成績 6点

企業
の

能力

過去15年間の
同種工事実績

企業の同種、類似工事の施工実績 89点

1415点

指名停止
等

事故等による指名停止等（マイナス評価）

贈賄等による指名停止等（マイナス評価）

段階選抜　　評価項目

6点
（2点×3件）

ＷＬＢ推進企業
次に掲げるいずれかの認定を受けている
・女性活躍推進法に基づく認定等（えるぼし認定企業等）
・次世代法に基づく認定（くるみん・プラチナくるみん認定企業）
・若者雇用推進法に基づく認定（ユースエール認定企業）

技術者
の

能力

過去15年間の
同種工事実績
（最大3件）

配置予定技術者の同種・類似工事の
施工実績及び役職

（1件あたり）

9点
（3点×3件）

【一次審査における審査基準 ＷＴＯ対象】 【二次審査における審査基準】

一次審査における評価点の合計が上位の１０者
程度に対し、二次審査における技術提案を求め
総合評価方式により落札者を決定する。

技術提案
工事目的物の性能・機能に関する事
項又は社会的要請に関する事項

最大６０点

段階選抜　評価項目
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(2) 一般競争入札方式（同時提出型）の試行工種の拡大

課題
通常の総合評価落札方式では技術評価点算定後に入札を行うため不正を行う
余地がある。

対応
技術資料の提出と入札書の提出を同時に行う同時提出型を拡大する。
・ 施工能力評価型Ⅰ型及びⅡ型は全工種に対して４月１日公告から拡大。
・ 技術提案評価型Ｓ型も全工種に対し適用。

【現状】

【課題】

【方針】

通常型 同時提出型「高知県内における入札談合事案を踏まえた入札・契
約手続きの見直し」により、平成26年度から分任官発
注で施工能力評価型を適用する一般土木工事Cランク
の工事において入札書と技術提案書の同時提出（以
下、同時提出型）を実施。

不正事案が、施工能力評価型を適用する一般土木工
事Cランク以外の工事において発生した。

○技術資料の提出と入札書の提出を同時に行う
同時提出型を「施工能力評価型Ⅰ型」・「Ⅱ型」
の全工種に拡大した。

○「技術提案評価型Ｓ型」も全工種に拡大。
【技術者拘束日数】

・技術者拘束日数は通常型と同時提出型で変わらない
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Ａ＆Ｂランク
3億円以上

Ｃランク
20,000m3以上

Ｃランク
20,000～5,000m3

Ｃランク
5,000～500m3

（施工者希望Ⅰ型） （施工者希望Ⅱ型）

Ｃランク
切土、盛土いずれかが

10,000m3以上

（発注者指定Ⅱ型）

Ａ＆Ｂランク
3億円以上

（発注者指定Ⅰ型）

Ｃランク
切土、盛土いずれかが
10,000～2,500m3

（施工者希望Ⅰ型）

「一般土木」に限らず、全ての工
事種別の土工に適用する。

（Ｃランク）
～500m3

（施工者希望Ⅱ型）

Ｈ２９

Ｈ２８

実施義務 実施義務
（実績評価（２点））

希望により実施
（実施評価（２点））

希望により実施

（発注者指定Ⅰ型） （発注者指定Ⅱ型）

・対象土工の考え方を 切土・盛土いずれか とし、スケールメリット等を考慮した土工量に変更
・評価方法についてはＨ２８年度から変更なし
・施工者希望Ⅱ型については、一般土木に限らず全工種対象に変更

平成２９年度 ｉ-Construction発注方針

＜ ICT土工 ＞

実施義務 実施義務
（実績評価（２点））

希望により実施
（実施評価（２点））

希望により実施

(3)ICTの全面的な活用の促進 ｉ-Construction （ICT土工）
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（発注者指定型）

3億円以上
10,000m2以上の

新設路盤工

（施工者希望Ⅰ型）

3億円未満
10,000m2以上の

新設路盤工

（施工者希望Ⅱ型）

新設路盤工
（規模無し）

分 任 官 工 事Ｈ２９

(3)ICTの全面的な活用の促進 ｉ-Construction （ICT舗装工）

◆ＩＣＴ活用工事
施工プロセスの各段階において ＩＣＴを全面的に活用する。

・３次元起工測量
・３次元設計データ作成
・ＩＣＴ建設機械（ＭＧ・ＭＣ）による施工
・３次元出来形管理等の施工管理
・３次元データの納品

◆対象工事
新設路盤工（維持・修繕に伴う舗装は対象外）を含む
以下に示す工事

・アスファルト舗装工 ・半たわみ性舗装工
・排水性舗装工 ・透水性舗装工
・グースアスファルト舗装工

実施義務 希望により実施
（実施評価（２点））

希望により実施

i-ConstructionにおけるICT活用として

ICT舗装工を新規導入

平成２９年度 ｉ-Construction発注方針

＜ ICT舗装工 ＞
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Ｈ２９Ｈ２８

ＩＣＴ舗装工を導入した事により、 ＴＳ活用を評価項目から削除 、ＭＣ活用の評価項目を変更

平成２９年度 情報化施工の発注方針

＜ 情報化施工 ＞

ＴＳ活用

ＭＣ活用

ＴＳ活用

ＭＣ活用

（評価対象外）
対象

舗装工1,000m2以上、もしくは
路盤工1,000m2以上

ＴＳ活用で １点 加点

対象
舗装工1,000m2以上、もしくは
路盤工1,000m2以上

ＭＣ活用で １点 加点

新設舗装（路盤工）及びTS活用は【ＩＣＴ舗装工】により評価するため、
情報化施工の評価対象から除外

対象
舗装工1,000m2以上
（維持･修繕に伴う舗装の場合のみ）

（対象MC技術：ﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞｰ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ、ASﾌｨﾆｯｼｬｰ）

ＭＣ活用で １点 加点
（対象MC技術：ASﾌｨﾆｯｼｬｰのみ）

(3)ICTの全面的な活用の促進 情報化施工の発注方針
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適用 適用 適用 適用 適用 適用 配点の範囲

１テーマ － － － － ○ （○）

２テーマ － － － － （○） ○

－ － ○ ○ － －

（○） （○） －

工事成績
平成２1年度以降に完成した工事実績
配置予定技術者の実績として提出された成績を評
価

技術者表彰 平成２6～２9年度表彰

工事成績
中部地整（港湾空港関係除く）発注の平成２5～２
8年度に完成した「当該工事」の平均点で評価

優良工事表彰等 平成２8、２9年度表彰（認定）

安全工事表彰 平成２8、２9年度表彰

社会貢献等表彰 平成２8、２9年度表彰

「ＭＣ」を活用した施工を実施

土工・舗装工・路盤工において「ＭＣ、ＭＧ」を
活用した施工の実績（ICT土工：発注者指定Ⅱ型）

i-Constructionに基づく建設ＩＣＴ（ICT土工）
を実施（ICT土工：施工者希望Ⅰ型）

i-Constructionに基づく建設ＩＣＴ（ICT舗装
工）を実施（ICT舗装工：施工者希望Ⅰ型）

中部地整（港湾空港関係除く）発注の
平成２7、２8年度の工事成績で
「60点未満」がある場合

※地域型とは、競争参加要件（地域要件）が地整管内より小さい範囲。（事務所管内など）
※1適用条件を満足する場合は＜　＞を評価項目に追加する
※2配置予定技術者ヒヤリング：ＷＴＯ対象工事及び、技術提案評価型の内、技術的難易度が比較的高く、配置予定技術者の技術力が求められる工事（（技術提案）×（ヒアリング係数：1.0～０）で評価）
※３予定価格３億円未満の一般土木工事に適用

最大
10点

＜２点＞ ＜２点＞ ＜２点＞ ＜２点＞

＜２点＞ ＜２点＞ ＜２点＞ ＜２点＞

企業の
能力

手持ち工事量

最大
15点

最大
10点

最大
15点

担当技術者の資格 ＜１点＞ ＜１点＞

登録基幹技能者の配置

４点

評 価 項 目

ＷＴＯ

技術提案評価型Ｓ型

　　　施　工　計　画

　　　技　術　提　案

技術提案評価型Ｓ型

最大６０点－

配点の範囲

地域型　※

配置予定技術者ヒアリング

技術者の能力

配置予定技術者の同種・類似工事の施工実績及び役職 ８点 ８点

４点

最大
20点

－ －

最大
20点

継続教育（ＣＰＤ）単位の取得状況 １点 １点 １点

８点 ８点 ６点

４点

３点

企
業
の
能
力
等

企業の同種、類似工事の施工実績（平成１4年度以降） ６点 ６点 ４点

６点 ６点 ４点

３点 ２点

＜２点＞ ＜２点＞

４点

４点

２点

＜１点＞

＜２点＞

最大
10点

＜１点＞

地域精通
度・貢献

度

平成１4年度以降の近隣地域内の工事実績 （－） （－）

地域内の拠点の有無 （－） （－）

災害協定締結の有無 ２点 ２点 ２点
１０点

＜１点＞

＜１点＞

＜１点＞

２点 ２点

＜１点＞ ＜１点＞

建設ＩＣＴの活用

２点

ボランティアによる地域貢献 １点 １点 １点

災害活動実績 ２点

道路除雪作業の実績または直轄河川・道路維持作業の実績 （－） （－）

５点

１点

２点

１点

２点

２点

工事成績
（マイナス評価）

事故等による指名停止等（マイナス評価） -３点 -３点 -３点-３点

・２工事以上：－１２点
・１工事　　：　－６点

・２工事以上：－１２点
・１工事　　：　－６点

・２工事以上：－１２点
・１工事　　：　－６点

・２工事以上：－１２点
・１工事　　：　－６点

贈賄等による指名停止等（マイナス評価） -３点 -３点 -３点

小計

-３点

４０点 －

加算点　合計 ６０点４０点

４０点 ４０点

４０点

３０点

６０点４０点

施工能力評価型Ⅱ型

配点の範囲

－

８点

最大
20点

１点

８点

４点

－

-３点

-３点

４０点

施工能力評価型Ⅰ型

配点の範囲

可or不可

配点の範囲

可or不可

地域型　※

＜１点＞

－

４０点

８点

最大
20点

１点

８点

４点

４点

２点

３点

６点

２点

２点

＜１点＞

＜２点＞

＜１点＞

最大３０点

配点の範囲

５点

・２工事以上：－１２点
・１工事　　：　－６点

５点 １０点

１点

２点

１点

２点

＜２点＞ ＜２点＞ ＜２点＞ ＜２点＞

＜１点＞

一般競争（拡大）

＜１点＞

－

最大
15点

※2 ※2

※1※1

※1

※1

※1

※1

※1 ※1

※1※1

※1

※1※1

※1 ※1 ※1

※1

※1

※1 ※1※1 ※1

※1 ※1 ※1 ※1

※1 ※1※1 ※1
※３

(3)総合評価落札方式の適切な運用と技術評価点の加算点の適切な設定

・災害活動実績
・災害協定締結
→評価点見直し

・手持ち工事量
→設定

・建設ICTの活用
→評価見直し

・配置予定技術
者施工実績
→評価見直し

・企業工事成績
→評価方法見直
し
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(3)-① 手持ち工事量の設定

課題
総合評価項目に企業の施工能力（キャパシティ）を量る指標がなく、企業の施工能力

（キャパシティ）以上の工事を受注した場合に品質低下を招く恐れがある

対応
・ 企業の能力等の評価の加算点に「手持ち工事量」の評価項目を試行
・ 企業規模が小さい３億円未満の一般土木工事で試行

【現状】

【課題】

【方針】

過去５年の最大稼働件数平均以上受注した場合に
工事成績が下がる傾向が見受けられる。

総合評価項目に企業の施工能力（キャパシティ）を
量る指標がない。

企業の能力等の評価の加算点に「手持ち工事量」の
評価項目を試行。

手持ち工事
契約件数

加算点

０～１件 ２点

２～３件 １点

４件以上 ０点

最大稼働平均件数より多く受注した場合、
工事成績が下がる傾向にある（最大稼働
平均件数4.2件）

【手持ち工事量別の工事完成成績】

受注件数

8
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課題
災害活動実績は要請があってから活動するものであり、企業が努力しても積む
ことが難しいため、実績が無い企業から不公平感が出ている

対応 災害活動実績の評価点の見直し

(3)-② 災害活動実績の評価点見直し

【災害活動加点と受注状況】

中部地整要請
の実績あり
（２点加点）

【現状】

【課題】

【方針】

災害活動実績があれば最大２点加点、さらにその活動に対
し表彰等を受けた場合は１点加点となり、合計３点の加点
となる

建設業協会との意見交換会の中で「災害活動は、稀にし
か無く、また、事務所等と災害協定を結び活動を望んで
いても要請されるとは限られないため、要請からもれた企
業に不公平感がある」との意見

優良工事表彰等の最大２点（地域型）に対して、３点の評価
は大きいため評価点の見直しを実施

他機関要請の
実績あり
（１点加点）

実績なし
（０点加点）

災害活動の加点により
受注状況に大きな差

【加算点】

9※「災害対策関係功労者中部地方整備局長表彰・事務所長表彰」の決定通知（表彰出席依頼）も加点対象

１点 ０．５点 ０点

中部地整及び中部地
整管内事務所の要請
による活動実績有り

左記以外の機関※1か
らの要請による活動実

績有り

その他
災害活動

実績

平成２４年４月１日以降に、「中部地方整備局管内
において、国の機関、政府関係機関、自治体等の
要請を受けて緊急的に実施した災害支援活動（鳥
インフルエンザ等防疫活動を含む）」及び「中部地
方整備局管外において、中部地方整備局、事務所
の要請により災害支援活動」の実績が有る場合に
評価

※上記の災害支援活動により感謝状、表彰を受け
た場合は＋１点※

上記の災害支援活動
により感謝状・表彰を

受けた場合は
＋１点※

上記の災害支援活動
により感謝状・表彰を

受けた場合は
＋１点※



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

(3)-③ 災害協定締結の評価点見直し

課題
・管内の災害時に応急活動に実際に従事する事務所管内企業が他の事務所と

協定を結んでいる者と差がついていない
・多くの者が局又はいづれかの事務所と災害協定を締結しており差がついていない

対応
・当該工事を発注した事務所と他事務所との災害協定締結の評価点に差をつける
・当該工事を発注した事務所との協定締結がある場合に有利に評価

【現状】

【課題】

【方針】

管内の災害時に、災害活動を要請するであろう当該事務所と災害協定を締
結している企業が、他の事務所協定を結んでいる企業と差がつかない

当該工事を発注した事務所との協定締結がある場合に有利に評価

中部地整又は中部地整管内事務所との協定締結有り（１点加点）

【加算点】

10 ※他地整、国機関、政府関係機関、都道府県・政令指定都市、左記以外の市町村

２点 １点 ０．５点 ０点

当該工事を発注した事
務所との協定締結有り

左記以外の中部地整
又は中部地整管内事
務所との協定締結有り

工事毎に設定する拠点
の有無に係る設定地域
内で左記以外の機関※

との協定締結有り

その他

・「入札参加者が会員等となっている法人格を有す
る団体」と「中部地方整備局」、「中部地整管内の
事務所」、又は「工事毎に設定する拠点の有無に
係る設定地域において国の機関、政府関係機関、
自治体等」が災害協定を締結しており災害応急活
動等に従事する者である場合に評価

災害協定締
結の有無



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

(3)-④ 配置予定技術者施工実績の評価見直し（若手技術者登用）

課題

施工能力評価型Ⅱ型では若手技術者でも監理技術者として登用しやすいよう、技術
者の施工実績において、現場代理人や担当技術者であった実績も監理技術者とし
ての実績と同等評価しているが、施工能力評価型Ⅰ型では差をつけており、若手を
監理技術者として申請しにくい

対応
施工能力評価型Ⅰ型において現場代理人としての施工実績加点を監理技術者と
同等の評価に改訂

全工事の技術者 うち、若手技術者

施工能力評価型Ⅰ型では、現場代理人
と監理技術者との実績に差を付けている

【現状】

【方針】

【課題】

○施工能力評価型Ⅰ型において現場代理人として
の実績加点を現状の０．５点から監理技術者と
同様１．０点加点に改訂

○現場代理人の実績でも工事成績に差がない
○若手技術者は、現場代理人の実績による申請

が多く、不利となっている

若手技術者は現
場代理人の実績で
の申請が多い

【加算点】

【入口評価時の施工実績役職と受注後完成点の関係】
平成２７年度 施工能力評価型Ⅰ型（分任官） 現場代理人の実

績でも差がない工
事
完
成
点
平
均

【配置予定技術者の同種・類似工事の施工実績における役職】

11

同種・類似工事の実績の役職に応じて加算

配置予定技術者
の同種・類似工事
の施工実績及び

役職

・監理（主任）技術者での実績は＋１点
・現場代理人での実績は＋１　 ０．５　点
・その他（担当技術者）は＋０点



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

(3)-⑤ 企業工事成績の評価方法見直し

課題
・中部地方整備局発注工事の実績が４年間で１件しかない企業は工事成績として

７４点（評価点０点）を加算して平均した成績で評価しているが、良い工事成績を
取っても低く評価される。

対応 ・1件の場合でも、工事成績をそのまま評価する

【現状】

【課題】

【方針】

発注件数の減少もあり、受注実績が１件の企業が増加

工事成績の評価方法の見直し
→ 受注した１件の工事成績をそのまま評価

中部地方整備局発注工事の実績が４年間で１件しかない企業は工事成績として
７４点（評価点０点）を加算して平均した成績で評価

例 ： （実績工事成績７８点＋７４点）＝７６点で評価

【加算点】 ４点 ３．５点 ３点 ２点 １．５点 １点 ０点

65点以上
75点未満
実績無し
（見なし
65点）

75点以上
76点未満

76点以上
77点未満

77点以上
79点未満

79点以上
80点未満

80点以上
81点未満

企業の工事成績

・中部地方整備局発注工事（港湾空港関係除く）
の工事成績平均点で評価
・平成２５～２８年度に完成した当該工種の工事が
対象
・上記実績がない場合は「見なし65点」
 ・上記実績が１工事のみの場合は７４点を加算し平
 均する。

81点
以上

12



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLITスケジュール

平成２９年７月１３日 ： ガイドライン説明会

平成２９年８月１日公告～ ： 平成２９年度ガイドライン運用開始

13



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

【参考】一括審査方式の更なる活用

14



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

【参考】概算数量発注の導入（トンネル工事 仮設備工の積算）

【目 的】
当初発注時の積算を簡略化し、受発注者双方の積算の合理化や業務の効率化を図る

【方 針】
直接工事費に占める割合は少ないが、積算手間がかかり、現地状況等により変更が生じる工種を対

象とし、段階的に試行。

【考え方】
主工種以外の工種を、当初は積上げせず、率を乗じて積算

【試行内容】
■対象工種：トンネル仮設備工

公告時に質問や積算内容に関する開示請求も多いことから、率化積算により当初積算手間が削減
される（※仮設備工：仮設備保守、照明設備、排水設備、換気設備、送気設備、濁水処理設備、防音設備など）

■当初の積算方法
トンネル仮設備工＝直接工事費（トンネル（ＮＡＴＭ）の内、残土処理及びトンネル仮設備工を

除く）×１２％
※率設定は、過去の類似工事から直接工事に対する率を算定

■試行対象
Ｈ２９年１月１日以降に入札手続きを開始するトンネル工事から試行
※小断面トンネル工（設計断面積５０m2未満）による工事は試行対象外。

■試行検証
公告時の仮設備工に関する質問件数で評価

【今後の取り組み】
受発注者双方の積算の合理化や業務の効率化が図られそうな工種を含む工事について、今後、検討

し試行。
15



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

【参考】簡易確認型の試行

課題
・ 競争参加者及び発注者の申請書作成・審査の事務負担が大きい。
・ 入札契約手続きに時間を要しており、技術者を審査期間拘束しており、効率的

に技術者を配置することが出来ない。

対応
・ 簡易技術資料（１枚）の提出を求め評価値上位３者程度のみ、落札候補者として

競争参加確認資料（７０枚）を求め審査を行う「簡易確認型」を試行。
・ 施工能力評価型Ⅱ型で試行。

○従前の方式と簡易確認型は契約手続きにかかる日数は同じだが、技術者の拘束日数は短縮される

技
術
者
拘
束
日
数

約
５
週
間

技
術
者
拘
束
日
数

約
３
週
間
（
非
落
札
者
）

16

従 前



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

【参考】簡易確認型の試行

17



中 部 地 方 整 備 局
Chubu Regional Development Bureau , MLIT

入
札
時

施
工
時

完
成
時

若手技術者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が懸念されている。
建設業の担い手が、長く安心して働くことができる取り組みとして H27年度より週休２日工事を試行

○取組概要

○Ｈ２９年度の試行方針（Ｈ２９年７月１日以降公告より適用） ※一部先行する案件を除く

費
用

別途計上しない
（通常積算に含まれるため）

競争参加者の任意選択
実施する場合は

「施工体制」により評価

・着手前に受発注者間で工程を調整・共
有し、休日取得計画を作成。

・工程表、休日作業届、日報などにより
実施状況を確認

「完全週休2日」の取得率が８０%未

満の場合は、工事成績評定にて最
大１０点の減点

Ｈ２９年７月１日
～

入札時評価型
（これまで）

発注者指定型
（不確定要素が少なく、

現場での変更が少ない案件）

受注者希望型
（発注者指定型以外の

全ての工事）

当初から費用計上
※当面の間は、最終変更時に計上
（共通仮設、現場管理費に補正）

最終変更時に費用計上
（共通仮設、現場管理費に補正）

休工日を確保した施工を
実施する旨、入札説明書に記載

・着手前に受発注者間で工程を調整・
共有し、休日取得計画を作成
・毎月、提出簿により実施状況を確認

休工日を確保した施工を
契約後に協議できる旨、

入札説明書に記載

・受注者に実施する意志がある場合
施工計画の提出までに協議する

・毎月、提出簿により実施状況を確認

原則、全工事を対象とし、発注者指定型と受注者希望型により発注する。
本官工事は「完全週休２日」、 分任官工事は「週休２日相当」により休日取得を確認（次ページ参照）

取得率に応じて工事成績評価 取得率に応じて工事成績評価

【参考】週休２日制新試行工事の実施

18
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本官

施工期間準備期間 後片付け期間

休工対象日数１７日 （土日１５日、祝日２日）

対象期間５０日

★契約日

★工事完成日

★工期末
★工事着手期限

30日
★施工終了

20日
発
注
時
設
定

履
行
確
認

工事着手★

完全週休２日（土日・祝祭日の合計日数以上 休日確保する）

対象期間６０日
休工対象日数２０日 （土日１８日、祝日２日）

工期１００日の場合

※後片付け期間は工事完成日によらず、
工期末から２０日前までとする。

対象日数５５日
雨天

（５日）
うち、休工対象日

（２０日）
準備期間

※休工予定日以外に、雨天により休工した
場合は、休工日としてカウントしない

分任官

施工期間

休工対象日数１５日 （５０×（２／７））

対象期間５０日

★契約日

★工事完成日

★工期末
★工事着手期限

★施工終了
発
注
時
設
定

履
行
確
認

工事着手★

週休２日相当（対象期間の２／７以上休日確保する）

対象期間６０日
休工対象日数１８日（６０×（２／７））

工期１００日の場合

対象日数６０日
うち,休工
（１８日）

うち,雨天

（４日）

※休工予定日以外に、雨天により休工した
場合は、休工日としてカウントできる

準備期間 後片付け期間

20日30日

準備期間

※後片付け期間は工事完成日によらず、
工期末から２０日前までとする。

【参考】週休２日制試行工事の実施

19
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【参考】適切な工期設定に向けた取組

○実績から工種区分別に準備期間・後片付け期間を標準化
○記載のない工種も工事規模や地域の状況等に応じて適切に設定
○平成28年10月以降に入札手続きを開始する工事から順次適用

工種区分 準備期間 後片付け期間

河川工事 40 日

20日

河川・道路構造物工事 40 日

海岸工事 40 日

道路改良工事 40 日

共同溝等工事 80 日

トンネル工事 80 日

砂防・地すべり等工事 30 日

20
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○発注者が設定する余裕を含む工期内において、受注者が任意で工事実施期間を選定出来るもの。

フレックス工期とは

実工事期間（標準工期）余裕期間 フレックス期間

全体工期（フレックス工期）※実工事期間×1.5

工期 （受注者選択による工事実施期間）

実工事期間×30%を超えずかつ4ヶ月以内 実工事期間×20%を限度

★契約日

★工事始期（受注者選定） ★工事終期（受注者選定）

★全体工期末
（発注者設定）

技術者
配置不要

②工事（工事実施期間）

①工事

③予定工事

フレックス工期

①工事の技術者を引き続き
②工事に配置可能

★工期末（受注者設定）★工事着手日（受注者設定）

将来の③予定工事の受注
計画の策定が容易

資材、労働力の
確保準備期間

①他工事

②ﾌﾚｯｸｽ工事

③他工事

フレックス工期のメリット

○受注者とって効率的な技術者・機材の配置、資材、労働力確保等計画的準備が可能となる。

【参考】受注者が任意で工事実施期間を選定出来る「フレックス工期」の活用

21
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○同種・類似の施工実績 ： より同種は設定しない
○工事成績 ： 維持修繕工事の工事成績も一般土木と同等に評価

一般土木工事もしくは維持修繕工事の平均点で評価
○維持修繕工事の実績 ： ４年間で２件以上で２点加点
○手持工事量 ： 審査基準日に一般土木工事の手持ち工事がない場合は１点加点

【参考】チャレンジ型（維持修繕工事実績評価型）の試行

課題
・ 技術力があり維持修繕工事の実績がある企業であっても、一般土木工事の

実績が少ない企業では受注しにくい。
・ 維持修繕工事で培った長寿命化のノウハウが現場に生かされていない。

対応

・ 施工実績に「より同種」は設定しない。
・ 維持修繕工事の工事成績も一般土木と同等に評価する。
・ 維持修繕工事の施工実績件数を評価する。
・ 手持工事量を評価する。

対象工事

○工種 ： 一般土木 Ｃランク
○予定価格 ： ６千万円～１億２千万円
○工事難易度 ： Ⅱ以下
○参加要件 ： 過去１５年以内に同種・類似実績があること

【競争参加想定企業】 ○技術力があり、維持修繕工事の実績はあるが、一般土木工事の受注
実績がない又は少ない企業

試行内容

22
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Chubu Regional Development Bureau , MLIT

【参考】チャレンジ型（施工計画評価型）の試行

課題 ・ 技術力のある企業であっても、当該工種の実績が少ない企業では受注しにくい

対応
・ 技術者の能力、企業の能力とも、工事成績・表彰の実績を評価せず

技術力については施工計画・手持工事量で評価する。

対象工事

○工種
一般土木 Ｃランク

○予定価格
６千万円～１億２千万円

○工事難易度
Ⅱ以下

○参加要件
過去１５年以内に同種工事
の実績があること 【競争参加想定企業】

○技術力はあるが、近年、受注実績がない又は少ない企業

試行内容

○同種類似 ： 同種工事の施工実績を評価
○工事成績 ： 評価しない
○表彰 ： 評価しない
○施工計画 ： 評価する
○手持工事量 ： 評価する

同種・類似工事
の施工実績

工事成績

技術者表彰

同種・類似工事
の施工実績

工事成績

手持工事量

優良工事表彰等

安全工事表彰

社会貢献等表彰

施工能力評価型Ⅰ型

地域型　※

配点の範囲

４点 評価対象外

２点 評価対象外

評価対象外

４点

同種工事の
施工実績を評価

２点

評 価 項 目

一般競争（拡大）

１点評価対象外

評価対象外

８点

一般競争（拡大）

配点の範囲

チャレンジ型
（施工計画評価型）

施工能力評価型Ⅰ型

同種工事の
施工実績を評価

２点

同種・類似工事の
施工実績を評価

８点

同種・類似工事の
施工実績を評価

４点

　　　施　工　計　画 可or不可 最大２２点

技術者の能力

企業の
能力
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